
1令和３年 10月４日（月曜日） 号　　　　　外石　川　県　公　報

令和 ３ 年 10 月 ４ 日（月曜日）

号　　　　　　　　　　外

（第　 ６７ 　号）

　　　　規　　　則
○石川県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則

 （薬事衛生課）　１

　
石 川 県 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

　 　
令 和 三 年 十 月 四 日

 石 川 県 知 事

　 　
谷

　 　
本

　 　
正

　 　
憲

　

石 川 県 規 則 第 二 十 九 号

　 　 　
石 川 県 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 施 行 規 則

（ 趣 旨 ）

第  一 条

　
こ の 規 則 は 、 石 川 県 動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 条 例 （ 令 和 三 年 石 川 県 条 例 第 三 十 四 号 。 以 下 「 条 例 」 と い

う 。 ） の 施 行 に 関 し 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 犬 の 飼 養 又 は 保 管 に 係 る 表 示 ）

第  二 条

　
条 例 第 十 三 条 第 一 号 の 規 定 に よ る 表 示 は 、 他 人 の 見 や す い 箇 所 に 別 記 様 式 第 一 号 を 表 示 す る こ と に よ り 行 う

も の と す る 。

（ 多 頭 飼 養 の 届 出 ）

第 三 条

　
条 例 第 十 六 条 第 一 項 の 規 則 で 定 め る 者 は 、 次 に 掲 げ る 者 と す る 。

　
一  

　
獣 医 療 法 （ 平 成 四 年 法 律 第 四 十 六 号 ） 第 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 診 療 施 設 に お い て 診 療 の た め に 犬 又 は 猫 を 飼 養

し 、 又 は 保 管 す る 獣 医 師

　
二  

　
身 体 障 害 者 補 助 犬 を 育 成 す る 目 的 で 犬 を 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る 身 体 障 害 者 補 助 犬 法 （ 平 成 十 四 年 法 律 第 四 十 九

号 ） 第 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 訓 練 事 業 者

　
三  

　
動 物 の 愛 護 及 び 管 理 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 （ 平 成 十 八 年 環 境 省 令 第 一 号 ） 第 十 条 の 五 第 三 項 各 号 に 掲 げ る 場 合

に お い て 犬 又 は 猫 を 飼 養 し 、 又 は 保 管 す る 者

２

　
条 例 第 十 六 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 様 式 第 二 号 に よ る も の と す る 。

３

　
条 例 第 十 六 条 第 一 項 第 五 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 と す る 。

　
一

　
そ の 犬 又 は 猫 の 雌 雄 の 別

　
二

　
飼 養 施 設 の 周 辺 の 生 活 環 境 を 保 全 す る 方 法

４

　
条 例 第 十 六 条 第 二 項 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 飼 養 施 設 の 平 面 図 及 び 付 近 の 見 取 図 と す る 。

（ 変 更 等 の 届 出 ）

第 四 条

　
条 例 第 十 七 条 の 規 則 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。

　
一

　
飼 養 数 の 減 少

　
二

　
飼 養 数 の 三 十 パ ー セ ン ト 未 満 の 増 加

　
三

　
不 妊 又 は 去 勢 の 措 置 が 実 施 さ れ た 犬 又 は 猫 の 数 の 減 少 又 は 増 加

２

　
条 例 第 十 七 条 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 様 式 第 三 号 に よ る も の と す る 。

（ 事 故 発 生 時 の 届 出 ）

第 五 条

　
条 例 第 十 九 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 様 式 第 四 号 に よ る も の と す る 。

２

　
条 例 第 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 届 出 は 、 別 記 様 式 第 五 号 に よ る も の と す る 。

目　　　　　　　　　　　次

規　　　　　　　　則
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（ 身 分 証 票 ）

第 六 条

　
条 例 第 二 十 一 条 第 三 項 及 び 第 二 十 六 条 第 二 項 の 身 分 を 証 明 す る 証 票 は 、 別 記 様 式 第 六 号 に よ る も の と す る 。

２

　
条 例 第 二 十 一 条 第 四 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 三 項 の 身 分 を 証 明 す る 証 票 は 、 別 記 様 式 第 七 号 に よ る も の と す る 。

（ 捕 獲 の 委 託 ）

第  七 条

　
条 例 第 二 十 一 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 委 託 は 、 動 物 の 愛 護 を 目 的 と す る 団 体 そ の 他 の 者 で あ っ て 犬 の 捕 獲 を 適

確 に 実 施 す る 能 力 を 有 す る も の に 行 う も の と す る 。

（ 収 容 し た 動 物 の 公 示 ）

第  八 条

　
条 例 第 二 十 二 条 第 一 項 （ 同 条 第 三 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に よ る 公 示 は 、 そ の 動 物 を 収 容 し 、

又 は 引 き 取 っ た 場 所 を 管 轄 す る 保 健 所 の 掲 示 場 へ の 二 日 間 の 掲 示 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に よ

り 行 う も の と す る 。

（ 薬 物 に よ る 犬 の 捕 獲 等 ）

第  九 条

　
条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 薬 物 に よ る 捕 獲 又 は 薬 殺 は 、 道 路 、 空 地 、 広 場 、 堤 防 そ の 他 適 当 な 地 表

に 薬 物 入 り の 餌 を 置 く こ と に よ り 行 う も の と す る 。

２  

　
薬 物 入 り の 餌 を 置 く 場 合 に は 、 薬 物 入 り の 餌 ご と に そ の 旨 を 表 示 し た 紙 片 等 を 添 え る も の と す る 。

３  

　
知 事 は 、 そ の 職 員 に 、 薬 物 入 り の 餌 の 置 か れ た 場 所 を 巡 視 さ せ 、 か つ 、 捕 獲 又 は 薬 殺 の 時 間 が 経 過 す る 前 に 当 該

薬 物 入 り の 餌 を 回 収 さ せ る も の と す る 。

４  

　
条 例 第 二 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 住 民 に 対 す る 周 知 は 、 薬 物 に よ る 捕 獲 又 は 薬 殺 を 行 う 区 域 、 日 時 及 び 第 一 項

に 規 定 す る 薬 物 に よ る 捕 獲 又 は 薬 殺 の 方 法 に つ い て 、 次 に 掲 げ る と こ ろ に よ り 行 う も の と す る 。

　
一  

　
捕 獲 又 は 薬 殺 を 行 う 区 域 内 及 び そ の 周 辺 に 居 住 す る 犬 の 飼 い 主 に 対 し て 捕 獲 又 は 薬 殺 の 開 始 の 日 の 三 日 前 ま で

に 文 書 で 通 知 す る こ と 。

　
二  

　
捕 獲 又 は 薬 殺 を 行 う 区 域 内 及 び そ の 周 辺 で 公 衆 の 見 や す い 場 所 に 捕 獲 又 は 薬 殺 の 開 始 の 日 の 三 日 前 か ら 捕 獲 又

は 薬 殺 の 終 了 の 日 ま で 掲 示 す る こ と 。

　 　 　
附

　
則

（ 施 行 期 日 ）

１

　
こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 犬 の 危 害 防 止 条 例 施 行 規 則 の 廃 止 ）

２

　
犬 の 危 害 防 止 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 四 十 三 年 石 川 県 規 則 第 五 十 五 号 。 以 下 「 旧 規 則 」 と い う 。 ） は 、 廃 止 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

３

　
旧 規 則 の 規 定 に 基 づ い て 作 成 し た 用 紙 は 、 な お 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。

（ 石 川 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 の 一 部 改 正 ）

４

　
石 川 県 証 紙 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 三 十 九 年 石 川 県 規 則 第 三 十 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

　 　
別 表 第 一 中 第 四 号 を 削 り 、 第 五 号 を 第 四 号 と し 、 第 六 号 か ら 第 二 十 一 号 ま で を 一 号 ず つ 繰 り 上 げ る 。

別記様式第１号 （第２条関係 ）

地

　
　
　
　色

深

緑

色

又
は
黒
色

外
枠
及
び
字
色

白

　
　色

7センチメートル
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別記様式第２号（第３条関係）

犬又は猫の多頭飼養届出書

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　　　　様

届出者　住　　所

　　　　氏　　名

　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　電話番号

　　石川県動物の愛護及び管理に関する条例第 16条第１項の規定により、次のとおり届け出ます。

飼 養 施 設 の 所 在 地

飼 養 数

犬 　　　　頭 オス　　  頭（　　  頭）、メス　　  頭（　　  頭）

猫 　　　　頭 オス　　  頭（　　  頭）、メス　　  頭（　　  頭）

合計 　　　　  頭

飼 養 又

は 保 管

の 方 法

施 設 の 規 模

犬 □屋内（延べ床面積　　　　  m
2
）  □屋外（敷地面積　　　　  m

2
）

猫 □屋内（延べ床面積　　　　  m
2
）  □その他（　　　　　　　　  ）

施 設 の 構 造

犬

猫

雌 雄 の 分 離 □あり　　□なし

ふ ん 尿 等 の

処 理 方 法

□一般廃棄物として処理　　□業者に委託

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

動 物 死 体 の

処 理 方 法

□一般廃棄物として処理　　□業者に委託

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

周 辺 の 生 活 環 境 を

保 全 す る 方 法

　備考

　　１　「飼養数」欄の（　）内は、不妊去勢措置実施済の犬又は猫の数を再掲すること。

　　２ 　「飼養又は保管の方法」欄は、該当する□の中にレ印を記入し、「その他」に該当する場合は、（　）内に具

体的内容を記入すること。

　　３ 　「周辺の生活環境を保全する方法」欄は、鳴き声、臭気、毛の飛散等を防止し、及び軽減させるための措置

の具体的内容を記入すること。

　　４　飼養施設の平面図及び付近の見取図を添付すること。
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別記様式第３号（第４条関係）

犬又は猫の多頭飼養変更（廃止）届出書

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　　　　様

届出者　住　　所

　　　　氏　　名

　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　電話番号

　 　犬又は猫の多頭飼養について変更（廃止）したので、石川県動物の愛護及び管理に関する条例第 17条の規定に

より、次のとおり届け出ます。

多頭飼養届出年月日

飼 養 施 設 の 所 在 地

変更（廃止）年月日

変 更 事 項

□届出者の住所又は氏名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

□飼養数　　　　　　　　□施設の規模　　　　　　　　　□施設の構造

□雌雄の分離　　　　　　□ふん尿等の処理方法　　　　　□動物死体の処理方法

□周辺の生活環境を保全する方法

変 更 内 容

変 更 前

変 更 後

　備考

　　１　「変更事項」欄は、該当する□の中にレ印を記入すること。

　　２　廃止の届出にあっては、「変更事項」欄は、記入しないこと。

　　３　飼養施設の変更を伴う場合は、飼養施設の平面図を添付すること。
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別記様式第４号（第５条関係）

特定動物による事故発生届出書

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　　　　様

届出者　住　　所

　　　　氏　　名

　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　電話番号

　 　特定動物が人の生命又は身体に害を加えたので、石川県動物の愛護及び管理に関する条例第 19条第１項の規定

により、次のとおり届け出ます。

特 定 動 物

種 　 類 年　 齢 歳　　カ月

性 　 別 体　 格 大　・　中　・　小

識別措置の

種 類

（ 番 号 等 ）

特　 徴

過去における事故の有無 有（　　回）・ 無

特定動物の飼養

又は保管の許可
許可年月日 許可番号

事 故 の 状 況

発 生 日 時 　　　　　年　　　月　　　日　　　時　

発 生 場 所

原 因

概 要

被　 害　 者

住 　 所

氏 　 名 電話番号

講 じ た 措 置 の

内 容
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別記様式第５号（第５条関係）

飼い犬こう傷届出書

年　　月　　日　

　　　石川県知事　　　　　　　様

届出者　住　　所

　　　　氏　　名

　　　　（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

　　　　電話番号

　 　飼い犬が人をかんだので、石川県動物の愛護及び管理に関する条例第 19条第２項の規定により、次のとおり届

け出ます。

飼 い 犬

種　　類 　 年　齢 　 毛　色 性　別 　

犬 の 名 　 体　格 大・中・小 特　徴

過去におけるこう傷事故の有無 有（　　　回）・ 無

狂 犬 病 予 防

措 置

鑑札の年度

及 び 番 号

年度

第　　　号

最終予防注射

年　 月　 日
年　月　日

注射済

票番号
第　　　号

事 故 の 状 況

発 生 日 時 年　　月　　日　　時 発 生 場 所

かんだ動機 　 か ん だ 部 位

こ う 傷 の

程　　 度
　 係 留 の 有 無 有 ・ 無

そ の 他

参 考 事 項

被 害 者

住　　所 　

氏　　名 　 電話番号

獣医師による

犬 の 診 断 の

状 況

診 断（ 予 定 ）

の 年 月 日
年　月　日

獣医師の

住所及び

氏 名

講じた措置の

内 容

　備考 　「獣医師による犬の診断」とは、石川県動物の愛護及び管理に関する条例第 19条第２項の規定による診断

をいう。
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別記様式第６号（第６条関係）

表　面

第　　　　　号

　所　　属

　職　　名

　氏　　名

　生年月日

写　　真

石川県動物の愛護及び管理に関する条例第 21条第３項及び第 26条第２項の規定による証票

　

　　　　年　　月　　日　　　　　　　石川県知事　　　　　　　印　

裏　面

　この証票を携帯する者は、石川県動物の愛護及び管理に関する条例第 21条第 2項の規定により捕獲をする

職員及び同条例第 26条第 1項の規定により立入検査をする職員である。

石川県動物の愛護及び管理に関する条例抜粋

（係留をされていない犬の収容）

第  21条　知事は、係留をされていない犬（第 14条各号に該当する場合のものを除く。）があると認めるときは、

これを収容することができる。

２　知事は、前項の規定による収容を行うため、その職員に当該犬を捕獲させるものとする。

３ 　前項の規定により捕獲をする職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者から請求があったときは、

これを提示しなければならない。

４　（略）

（立入検査）

第  26条　知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、動物の飼養施設その他関係のある場

所に立ち入り、飼養施設若しくは書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

２ 　前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に提示しなければな

らない。

３　第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
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別記様式第７号（第６条関係）

表　面

第　　　　　号

　受託者名

　従事者

　　　氏　　名

　　　生年月日

写　　真

石川県動物の愛護及び管理に関する条例第 21条第４項において準用する同条第３項の規定による証票

　

　　　　年　　月　　日　　　　　　　石川県知事　　　　　　　印　

裏　面

　この証票を携帯する者は、石川県動物の愛護及び管理に関する条例第 21条第 4項において準用する同条第 2

項の規定により捕獲をする者である。

石川県動物の愛護及び管理に関する条例抜粋

（係留をされていない犬の収容）

第  21条　知事は、係留をされていない犬（第 14条各号に該当する場合のものを除く。）があると認めるときは、

これを収容することができる。

２　知事は、前項の規定による収容を行うため、その職員に当該犬を捕獲させるものとする。

３ 　前項の規定により捕獲をする職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者から請求があったときは、

これを提示しなければならない。

４ 　第２項の規定にかかわらず、知事は、規則で定めるところにより、動物の愛護を目的とする団体その他の

者に当該犬の捕獲を委託することができる。この場合において、前項の規定は、当該委託を受けた者につい

て準用する。


